
 

 

千葉県がん対策推進計画の中間評価について 
 

１ 千葉県がん対策推進計画 

第５章 計画の推進に向けて 

  

 

○ 千葉県がん対策審議会に毎年進捗状況を報告することとし、同審議会の意見

やがん患者を含む県民の意見をふまえ、評価を受け、施策推進に取り組みます。 

○ 計画の進行については、ＰＤＣＡサイクルを活用し、抽出された課題の解決

を図りながら必要に応じて計画の見直し等を検討します。 

 

２ ５年間の進め方 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 中間評価について 

千葉県がん対策推進計画に定める目標等を達成するため、進捗状況について評価

を行い、課題を抽出し、必要に応じて施策に反映することを検討する。 

①数値目標の補正等 

②課題の抽出 

③今後必要な取組 
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H25.3 H30.3 までに H28.3 を目途 

計画に基づく個別施策検討の枠組み 
予防・早期発見部会、がん教育部会、緩和ケア推進部会、小児がん対策部会 
情報提供部会、就労支援部会 

行政施策への反映 
 

資料３ 

３ 計画の進行管理・評価 
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５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

審議会

平成27年 平成28年

千葉県がん対策推進計画　中間評価スケジュール

第1回

審議会

第2回

審議会

第3回

審議会

評価方法の決定 評価指標の決定 中間評価

就労支援① 情報提供①

予防・早期発見① がん教育①

緩和ケア推進①

小児がん対策①

緩和ケア推進② 就労支援②
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小児がん対策②
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千葉県がん対策推進計画の目標達成状況（平成27年7月時点）

全体目標１ 全体目標２

項目 計画改定時点
目標

＜平成29年度＞
現状値

達成状況
（％）

項目 計画改定時点
目標

＜平成29年度＞
現状値

達成状況
（％）

男性　102.3 男性　94.2 男性　99.1
（▲13.2％） （▲20.0％） （▲15.9％）

女性 　62.1 女性　51.7 女性　58.8

目標に対する進捗状況 目標に対する進捗状況

がんによる７５歳未満年齢
調整死亡率の２０％減少

男性　39.5

女性　31.7
女性 　62.1 女性　51.7 女性　58.8
（▲3.9％） （▲20.0％） （▲9.0％）

総数　　81.8 総数　72.7 総数　78.4
（▲10.0％） （▲20.0％） （▲13.8％）

（平成22年） ＜平成27年＞ （平成25年）

[平成１７年]　　男性　117.8
女性　　64.6
総数　　90.9

男性　79.2
女性　45.0
総数　68.7

全体目標１　がんによる75歳未満年齢調整死亡率の進捗状況 　

がん患者とその家族が、がん
と向き合いながら、生活の質
を維持向上させ、安心して暮
らせる社会を目指します

調整死亡率の２０％減少
[平成１７年と比較]
（人口１０万対：人）

女性　31.7

総数　37.4

　

目標値

△15.9%

△13.8%

△9%



千葉県がん対策推進計画の目標達成状況（平成27年7月時点）

大
項
目

中
項
目

小
項
目

項目 計画改定時点
目標

＜平成29年度＞
現状値

達成状況
（％）

○小児がん拠点病院整備などの国の動向を十分踏まえながら、県内の医療資源等の実態把
握を行う

県

○県内のがんや小児医療を担う医療機関などの関係者との連携のための検討を行う 県

○小児がん研究を推進する
県がんセンターや
千葉大学等

○国の動向を踏まえて、必要な対応を検討する 県

　

実施主体

小児がんの連携体制の整備

小児がん研究の推進

希少がんへの対応

２
　
医
療

（
３

）
小
児
が
ん
等
の
対
策

施策の体系 目標に対する進捗状況

施策の方向



千葉県がん対策推進計画の取組

大
項
目

中
項
目

小
項
目

○小児がん拠点病院整備などの国の動向を十分踏まえながら、県内の医療資源等の実態把
握を行う

県

○県内のがんや小児医療を担う医療機関などの関係者との連携のための検討を行う 県

○小児がん研究を推進する
県がんセンターや
千葉大学等

○国の動向を踏まえて、必要な対応を検討する 県

　

○県内の小児がん患者団体の会員を対象に調
査を実施し、入院中の問題、外来通院中の問
題、晩期合併症の問題、県のがん対策に対する
意見など課題とニーズ等を把握した。

○県内医療機関のネットワーク化及び小児がん
患者とその家族等への支援体制の整備を検討
する基礎資料とするため、医療機関実態調査を
実施した。

○相談支援施策として、小児がん患者とその家
族向け情報提供冊子を作成する。

取組状況 課題 今後の取組

施策の体系

施策の方向 実施主体

２
　
医
療

（
３

）
小
児
が
ん
等
の
対
策

小児がんの連携体制の整備

小児がん研究の推進

希少がんへの対応



（参考） 
 

国：がん対策推進基本計画中間評価報告書（H27.6）＝小児がん抜粋＝ 

 

７ 小児がん 

（個別目標） 

小児がん患者とその家族が安心して適切な医療や支援を受けられるような環境

の整備を目指し、５年以内に、小児がん拠点病院を整備し、小児がんの中核的な

機関の整備を開始することを目標とした。  
 
（進捗状況及び指標測定結果）  

国は、「小児がん医療・支援のあり方に関する検討会」での議論を踏まえて、平

成 24 年 9 月に「小児がん拠点病院の整備に関する指針」（平成 24 年 9 月 7 日付け

健発 0907 第 2 号厚生労働省健康局長通知）を策定し、平成 25 年 2 月に 15 か所

の「小児がん拠点病院」を指定した。本指針においては小児がん拠点病院に対し

て、集学的医療の提供、適切な緩和ケアの提供、患者とその家族に対する心理社

会的な支援、適切な療育・教育環境の提供、小児がんに携わる医師等に対する研

修の実施、セカンドオピニオンの体制確保、地域の医療機関との連携体制の構築

等を義務づけている。小児がん新規患者のうち、小児がんを年間 50 例以上診てい

る施設で初回治療を受けた者の割合は 22.9％であった。                  

2012 年 
A40 小児がん患者の初回治療集積割合（医療の集約化）  22.90% 

 
さらに、小児がん拠点病院を牽引し、全国の小児がん医療の質を向上させてい

くため、中核的な機関として、平成 26 年 2 月に国立研究開発法人国立成育医療研

究センター及び国立研究開発法人国立がん研究センターを「小児がん中央機関」

に指定し、小児がん患者や経験者等の発達段階に応じた長期的な相談支援体制の

構築、小児がんに関する各種情報の収集・提供、小児がん登録のあり方の検討等

について取り組んでいるところである。  
 
（がん対策推進協議会としてさらに推進が必要と考える事項） 

 小児がんについては、小児がん拠点病院を中心として、地域の医療機関との連

携に基づいた質の高いがん医療の提供と新たな治療法の研究開発を引き続き推進

するとともに、治療後の成長障害や生殖機能低下、二次がん等の晩期合併症及び

小児がん経験者の就学・就労を含めた社会的問題に対応できるよう、長期フォロ

ーアップの体制を整備し、教育現場や職域等で小児がんに関する正しい情報を発

信することにより、小児がん患者とその家族が治療中のみならず治療後も安心し

て暮らせる社会を構築していくことが必要である。  




